
一
．
は
じ
め
に

安
積
伊
東
氏
は
、
陸
奥
国
安あ

さ
か積

郡
地
方
（
現
在
の
福
島
県
郡
山
市
）
に
勢
力
を
伸
ば
し
た
鎌
倉
御
家
人
で
あ
る
。
出
自
は
伊
豆
国
藤
原
姓
伊
東
氏
で
、

安
積
伊
東
氏
は
そ
の
支
流
と
な
る
。
伊
東
祐
長
が
、
奥
州
合
戦
の
軍
功
に
よ
り
安
積
郡
四
十
五
村
を
賜
り
、
安
積
氏
を
称
し
た
と
さ
れ
る
。
建
久
四
年

（
一
一
九
三
）
曽
我
兄
弟
に
討
た
れ
た
工
藤
祐
経
は
祐
長
の
父
で
、
祐
長
は
次
男
で
あ
っ
た
。

『
吾
妻
鏡
』
に
記
載
の
伊
東
祐
長
と
し
て
は
、
建
保
元
年
（
一
二
一
三
）
二
月
十
六
日
の
条
に
、
「
伊
東
六
郎
祐
長
」
、
嘉
禎
二
年
（
一
二
三
六
）
八

月
四
日
の
条
に
、
「
安
積
六
郎
左
衛
門
尉
」
が
そ
の
人
物
と
推
定
さ
れ
る
。

安
積
伊
東
氏
の
後
胤
は
、
戦
国
時
代
ま
で
存
続
し
た
後
に
、
戦
国
大
名
の
伊
達
家
に
被
官
化
し
、
家
そ
の
も
の
は
残
る
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
安
積

伊
東
氏
と
は
別
流
の
伊
東
氏
は
全
国
に
広
ま
っ
た
。
近
世
大
名
と
な
っ
た
家
も
あ
り
、
そ
の
中
で
も
日
向
伊
東
氏
は
、
日
向
国
飫
肥
藩
五
万
石
の
藩
主

と
し
て
明
治
維
新
を
迎
え
て
い
る
。

以
上
の
経
緯
か
ら
、
安
積
伊
東
氏
に
つ
な
が
る
系
図
史
料
は
い
く
つ
か
現
存
す
る
が
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
飯
田
忠
彦
が
編
集
し
た
と
さ
れ
る
『
系

図
纂
要
』
の
十
一
巻
（
藤
原
氏
五
）
に
残
る
安
積
伊
東
氏
の
系
図
を
提
示
し
た
い

（
註
１
）。

以
下
に
紹
介
す
る
安
積
伊
東
氏
の
人
物
と
し
て
、
そ
の
名
が
出
る

の
が
系
図
中
の
祐
長
の
子
の
祐
能
と
、
祐
能
の
子
の
祐
重
と
祐
貞
の
三
名
で
あ
る
（
次
項
参
照
）
。

本
稿
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ら
安
積
伊
東
氏
に
つ
い
て
、
福
島
県
郡
山
市
宝
光
寺
板
碑
と
高
野
山
百
四
十
一
町
石
・
同
奥
之
院
よ
り
見
出
さ
れ
た
五
輪

塔
の
三
つ
の
石
塔
を
取
り
上
げ
て
、
新
た
な
る
考
察
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
れ
に
関
連
し
て
高
野
山
町
石
に
刻
さ
れ
た
銘
文
に
つ
い
て
検
証
を
し
て
、

町
石
の
銘
文
そ
の
も
の
の
性
格
に
つ
い
て
新
知
見
を
披
露
し
た
い
。

な
お
、
本
研
究
に
関
す
る
先
行
研
究
と
し
て
、
高
橋
明
氏
の
一
連
の
研
究
が
あ
る

（
註
２
）。

高
橋
氏
は
宝
光
寺
の
板
碑
と
、
高
野
山
百
四
十
一
町
石
に
つ
い

鎌
倉
御
家
人
安
積
伊
東
氏
造
立
の
石
塔

　
　
　
　

─
福
島
県
郡
山
市
宝
光
寺
板
碑
と
高
野
山
町
石
・
同
奥
之
院
五
輪
塔
─

木
下　

浩
良　
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工
藤
左
衛
門
尉
祐
経
二
男

祐
長工

藤
六
郎
左
衛
門
尉

薩
摩
守

祐
能

祐
重

四
郎
左
衛
門
尉

和
泉
守

三
郎
左
衛
門
尉

薩
摩
守

祐
政藤

内
左
衛
門
尉

祐
宗六

郎
左
衛
門

祐
兼七

郎

祐
雅八

郎

能
氏九

郎

祐
貞餘

一

安
積
伊
東
氏
系
図(

『
系
図
纂
要
』)
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て
も
紹
介
を
な
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
高
橋
氏
は
安
積
伊
東
氏
研
究
に
主
眼
が
お
か
れ
て
い
て
、
歴
史
考
古
学
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
な
い
こ
と
は
否

め
な
い
。
そ
の
上
、
町
石
の
銘
文
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
常
識
的
解
釈
で
終
始
し
て
い
る
。

ま
た
、
以
下
に
紹
介
す
る
高
野
山
奥
之
院
五
輪
塔
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
銘
文
の
み
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い

（
註
３
）。

五
輪
塔
の
造
立
者
に
つ

い
て
、
安
積
伊
東
氏
に
よ
る
も
の
と
は
、
高
橋
氏
を
は
じ
め
と
し
て
誰
も
気
が
付
い
て
な
い
の
が
現
状
な
の
で
あ
る
。

二
．
安
積
伊
東
氏
造
立
の
三
基
の
石
塔

①
福
島
県
郡
山
市
宝
光
寺
板
碑

福
島
県
郡
山
市
安
積
町
荒
井
字
東
屋
敷
九
番
地
の
光
明
山
阿
弥
陀
院
宝
光
寺
（
真
言
宗
豊
山
派
・
御
住
職
三
瓶
信
晃
師
）
に
所
在
の
弘
安
六
年

（
一
二
八
三
）
在
銘
の
板
碑
で
あ
る
。
頭
部
は
櫛
形
と
な
っ
て
い
る
。
上
部
中
央
に
大
き
く
、
梵
字
の
「
キ
リ
ー
ク
」
を
刻
し
て
蓮
台
を
入
れ
る
。
下

 

右
立
婆
意
趣
者
先
考
和
泉
前
司

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

癸　
　

藤
原

（
キ
リ
ー
ク
・
蓮
台
）
弘
安
六
年
四
月
廿
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

未　
　

祐
重

 

禅
門
当
百
ケ
日
忌
辰
奉
為
成
仏

（図版 1）郡山市宝光寺弘安 6年（1283）板碑
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（図版 2）郡山市宝光寺弘安 6年（1283）板碑実測図・拓影
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部
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
に
よ
り
接
合
さ
れ
る
。
法
量
は
、
高
さ
一
六
一
㎝
、
幅
八
〇
㎝
、
奥
行
二
五
㎝
の
板
状
の
石
塔
で
あ
る
。
銘
文
は
九
十
七
頁
に
紹

介
の
よ
う
に
陰
刻
す
る
（
図
版
１
・
２
の
写
真
・
実
測
図
・
拓
影
参
照
）
。

な
お
、
本
板
碑
の
碑
面
は
風
化
が
は
な
は
だ
し
く
、
掲
載
の
拓
影
は
宝
光
寺
御
住
職
の
三
瓶
信
晃
師
か
ら
の
提
供
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

本
板
碑
に
つ
い
て
は
、
既
に
川
勝
政
太
郎
氏
が
概
略
を
紹
介
し
て
い
る

（
註
４
）。

斯
界
で
は
周
知
の
遺
物
で
あ
っ
た
。
銘
文
は
、
「
右
立
婆
の
意
趣
者
、
先

考
和
泉
前
司
禅
門
百
ケ
日
の
忌
辰
に
当
り
、
成
仏
の
奉
為
」
と
読
め
る
。
息
子
藤
原
祐
重
が
、
父
の
和
泉
前
司
禅
門
（
法
名
を
明
ら
か
に
し
な
い
）
の

百
ケ
日
の
忌
日
に
当
た
る
弘
安
六
年
（
一
二
八
三
）
四
月
二
十
八
日
に
、
成
仏
の
た
め
に
造
立
し
た
板
碑
と
解
さ
れ
る
。

被
供
養
者
の
「
先
考
和
泉
前
司
禅
門
」と
は
上
記
の
系
図
中
に
あ
る
、
伊
東
祐
重
の
父
の
伊
東
祐
能
と
判
断
さ
れ
る
。
官
途
は
、「
左
衛
門
尉　

和
泉
守
」

で
あ
り
、
板
碑
の
銘
文
に
あ
る
「
和
泉
前
司
」
と
合
致
す
る
。
百
ケ
日
の
忌
辰
か
ら
逆
算
す
る
と
、
和
泉
前
司
禅
門
（
祐
能
）
の
没
年
月
日
は
、
弘
安

六
年
（
一
二
八
三
）
正
月
十
八
日
と
な
る
。

本
板
碑
の
形
態
は
東
北
地
方
に
広
く
分
布
す
る
自
然
石
を
利
用
し

た
も
の
で
あ
る
。本
板
碑
の
碑
面
に
刻
さ
れ
た
梵
字
は
薬
研
彫
な
が
ら
、

梵
字
の
大
き
さ
と
比
べ
て
陰
刻
し
た
深
さ
は
一
・
五
㎝
と
浅
い
。
こ
れ

も
東
北
地
方
の
石
塔
に
刻
さ
れ
た
梵
字
に
共
通
の
特
色
で
あ
る
。
本

板
碑
を
造
っ
た
石
大
工
は
、
本
地
方
の
地
元
の
者
と
推
定
さ
れ
る
。

な
お
、
本
板
碑
の
形
態
の
特
色
は
頭
部
が
櫛
形
に
な
っ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
が
、
同
様
に
櫛
形
の
自
然
石
の
板
碑
は
、
同
じ
く
郡
山
市

内
に
も
見
ら
れ
る
。
そ
れ
が
郡
山
市
富
田
町
音
路
の
音
路
太
子
堂
に

遺
存
す
る
、
正
和
五
年
（
一
三
一
六
）
板
碑
で
あ
る
（
図
版
３
の
掲

載
写
真
参
照
）
。
お
そ
ら
く
、
宝
光
寺
と
太
子
堂
の
板
碑
を
作
成
し

た
の
は
同
一
の
石
大
工
か
、
同
系
統
の
石
大
工
の
手
に
な
る
も
の
と

推
察
す
る
。

（図版 3） 郡山市富田町音路太子堂の正和 5年（1316）
板碑（『郡山市史』第 1 巻（1975 刊）より
転載）
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本
板
碑
は
、
実
は
古
く
か
ら
注
目
さ
れ
た
遺
物
で
あ
っ
た
。
二
本
松
藩
郡
奉
行
の
成
田
頼
直
が
寛
政
十
一
年
（
一
七
九
九
）
に
著
し
、
文
政
二
年

（
一
八
一
八
）
に
増
補
訂
正
し
た
と
さ
れ
る
文
献
の
『
松
藩
捜
古
』
に
、
「
安
養
寺
碑　

在
荒
井
村
廃
寺
之
跡
」
と
し
て
、
板
碑
の
ス
ケ
ッ
チ
と
刻
さ
れ

て
い
た
銘
文
が
写
し
と
ら
れ
て
い
る
（
図
版
４
・
５
参
照
。
両
者
の
図
版
は
『
松
藩
捜
古
』
を
紹
介
す
る
『
二
本
松
市
史
』
第
三
巻
（
一
九
八
一
年
刊
）

よ
り
転
載
）
。

『
松
藩
捜
古
』
は
全
三
巻
立
て
で
、
領
内
の
国
郡
解
・
和
歌
名
所
・
人
物
・
寺
社
・
古
碑
・
封
内
分
界
弁
・
山
林
田
畑
分
界
古
牒
・
駅
亭
古
牒
・
免

税
定
文
な
ら
び
に
検
地
古
牒
・
古
折
紙
・
古
雑
文
・
戦
国
諸
将
書
簡
の
十
二
項
と
付
録
を
内
容
と
す
る
。
宝
光
寺
板
碑
は
、
元
は
付
近
の
廃
寺
で
あ
る

安
養
寺
跡
に
あ
っ
た
と
す
る
。

な
お
、
安
積
郡
は
『
旧
高
旧
領
取
調
帳
』で
は
村
数
四
十
八
・
高
五
万
三
千
三
二
石
余
で
、こ
の
内
、
二
本
松
藩
領
が
三
十
七
村
・
四
万
一
千
六
四
三
石
余
、

会
津
藩
領
が
十
一
村
・
一
万
一
千
三
八
九
石
余
で
あ
っ
た
。

（図版 4） 『松藩捜古』に挿入の宝光寺板碑のスケッチ

（図版 5）『松藩捜古』に挿入の宝光寺板碑の銘文
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写
さ
れ
た
銘
文
を
判
読
す
る
と
、
「
右
立
意
趣
／
者
先
考
和
／
泉
前
司
禅
／
門
當
百
ヶ
日
／
忌
辰
奉
為
／
成
佛
弘
安
／
六
年
癸
未
四
月
／
廿
八
日
原

祐
重
／
敬
白
」
と
な
る
。
ス
ケ
ッ
チ
の
方
に
も
同
様
の
銘
文
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
同
じ
く
宝
光
寺
板
碑
を
ス
ケ
ッ
チ
し
た
も
の
と
し
て
、
明
治
十
五
年
（
一
八
八
二
）
に
著
わ
さ
れ
た
、
『
岩
代
国
安
積
郡
荒
井
村
地
誌
』
が

挙
げ
ら
れ
る
（
図
版
６
参
照
。
図
版
は
一
九
八
七
年
に
安
積
町
郷
土
史
研
究
会
が
復
刻
の
同
書
よ
り
転
載
）
。

こ
の
二
つ
の
ス
ケ
ッ
チ
と
、
現
在
の
遺
物
を
見
比
べ
る
と
、
判
読
の
一
部
の
違
い
は
別
と
し
て

（
註
５
）、

碑
面
の
最
下
部
に
、
右
か
ら
左
へ
「
敬
白
」
と
あ

る
こ
と
で
あ
る
。
現
状
で
は
板
碑
の
下
部
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
接
合
さ
れ
て
い
る
た
め
に
確
か
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
の
「
敬
白
」
の
銘
文
が

埋
も
れ
て
い
る
可
能
性
は
高
い
。

（図版 6） 『岩代国安積郡荒井村地誌』に挿入の
宝光寺板碑のスケッチ
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安
養
寺
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
場
所
は
、
付
近
の
郡
山
市
安
積
町
日
出
山
字
道ど

う
ば場

で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
塚
が
あ
っ
て
そ
の
頂
上
に
、
宝
光
寺
の
板
碑

が
立
っ
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る

（
註
６
）。

同
地
は
昭
和
五
十
年
四
月
十
五
日
か
ら
同
年
五
月
十
日
の
十
七
日
間
、
東
北
新
幹
線
関
連
遺
跡
と
し
て
発
掘
調
査
が
な
さ
れ
、
後
に
「
道
場
遺
跡
」

と
し
て
『
福
島
県
文
化
財
調
査
報
告
書
第
81
集　

東
北
新
幹
線
関
連
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
Ⅱ
』
（
以
下
、
報
告
書
と
略
）
の
中
で
、
発
掘
調
査
報
告
が

明
ら
か
に
さ
れ
た

（
註
７
）。

発
掘
調
査
者
の
高
橋
信
一
氏
の
報
告
を
、
報
告
書
よ
り
以
下
に
紹
介
す
る
。

開
田
さ
れ
た
水
田
の
中
の
、
長
径
７
ｍ
、
短
径
５
ｍ
程
の
不
整
形
の
盛
土
で
あ
る
。
当
初
、
自
然
の
も
の
か
、
開
田
の
時
余
っ
た
土
を
盛
り
上
げ

た
も
の
か
、
塚
状
遺
構
で
あ
る
か
不
明
で
あ
っ
た
が
、
『
昔
、
板
碑
が
こ
の
上
に
立
っ
て
い
た
』
と
い
う
話
が
あ
り
調
査
を
開
始
し
た
。
盛
土
の

中
央
に
１
×
６
ｍ
の
ト
レ
ン
チ
を
設
定
し
た
。
盛
土
は
旧
表
土
に
バ
ラ
ス
を
含
む
。
表
土
下
の
盛
土
は
暗
褐
色
土
、
褐
色
土
、
黄
褐
色
土
、
黒
色

土
を
版
築
状
に
積
む
。
底
面
で
は
2.5
×
3.5
ｍ
の
範
囲
で
、
人
頭
大
か
ら
直
径
30
㎝
程
の
凝
灰
岩
の
平
石
が
敷
か
れ
て
い
た
。
中
央
に
径
90
㎝
程
の

方
形
に
敷
石
さ
れ
て
な
い
部
分
が
検
出
さ
れ
た
。
ま
た
、
西
側
の
敷
石
下
よ
り
径
50
㎝
、
深
さ
20
㎝
を
測
る
ピ
ッ
ト
が
検
出
さ
れ
、
内
部
よ
り
骨

片
、
木
炭
が
検
出
さ
れ
た
。

さ
ら
に
、
高
橋
信
一
氏
は
同
報
告
書
の
「
考
察
」
の
項
で
、
本
塚
状
遺
構
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

遺
構
は
盛
土
さ
れ
た
墳
丘
を
持
ち
、
内
部
は
2.5
×
3.5
ｍ
の
範
囲
で
敷
石
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
敷
石
下
に
は
径
50
㎝
、
深
さ
20
㎝
を
測
る
円
形
ピ
ッ

ト
が
あ
り
内
部
よ
り
骨
片
と
木
炭
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
本
遺
構
に
造
立
さ
れ
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
る
板
碑
は
、
現
在
郡
山
市
荒
井
宝
光

寺
の
板
碑
群
の
中
に
あ
る
。
敷
石
部
に
お
い
て
も
1.2
×
1.2
ｍ
の
範
囲
で
敷
石
な
く
、
何
か
立
て
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
推
察
さ
れ
る
が
不
明
で
あ
る
。

こ
の
た
め
本
遺
構
は
、
盛
土
さ
れ
た
土
饅
頭
形
を
呈
し
、
墳
丘
部
に
板
碑
を
持
つ
火
葬
墓
と
推
察
さ
れ
る
。
時
期
に
つ
い
て
は
出
土
遺
物
が
皆
無

の
た
め
に
断
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
ま
た
、
本
遺
跡
の
名
称
に
つ
い
て
地
元
で
は
『
道
場
（
ド
ウ
バ
）
』
と
呼
ん
で
お
り
、
付
近
に
安
養

寺
と
い
う
寺
が
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
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報
告
者
で
あ
る
高
橋
信
一
氏
は
慎
重
な
中
で
も
、
宝
光
寺
板
碑
が
道
場
遺
跡
の
遺
構
の
版
築
さ
れ
た
墳
丘
の
上
に
立
っ
て
い
た
こ
と
と
、
こ
の
墳
丘

は
火
葬
墓
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
記
す
る
。
板
碑
が
立
っ
て
い
た
場
所
の
地
下
に
は
丁
度
、
そ
の
板
碑
そ
の
も
の
を
立
て
る
た
め
の
ピ
ッ
ト
が
あ
り
、
そ

れ
と
は
別
に
火
葬
骨
を
納
め
る
た
め
の
ピ
ッ
ト
が
西
側
の
敷
石
下
よ
り
検
出
さ
れ
た
こ
と
な
ど
、
ま
さ
に
板
碑
の
銘
文
に
あ
る
よ
う
に
、
和
泉
前
司
禅

門
（
伊
東
祐
能
）
が
没
し
た
後
に
同
地
に
火
葬
に
さ
れ
て
、
百
ヶ
日
の
法
要
の
後
の
弘
安
六
年
（
一
二
八
三
）
四
月
二
十
八
日
に
火
葬
墓
の
上
に
板
碑

が
造
立
さ
れ
た
こ
と
が
ス
ト
ー
リ
ー
と
し
て
成
立
す
る
も
の
と
考
え
る
。

な
お
、
遺
構
の
断
面
の
土
層
は
、
１
～
８
に
層
を
な
し
て
い
る
。
１
暗
褐
色
土
（
木
炭
片
を
わ
ず
か
に
含
む
）
、
２
褐
色
土
（
黄
褐
色
土
を
含
む
）
、

３
暗
褐
色
土
、
４
黄
褐
色
土
、
５
黒
色
土
（
木
炭
片
を
含
む
）
、
６
暗
褐
色
土
（
黒
色
土
を
含
む
）
、
７
暗
褐
色
土
、
８
攪
乱
（
図
版
７
・
８
・
９
・
10
参
照
）
。

（図版 7）調査以前の塚状遺構（報告書より転載）

（図版 8）調査後の塚状遺構（報告書より転載）

（図版 9） 調査後の塚状遺構頂部ピット部分（報告書より転載）
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②
高
野
山
百
四
十
一
町
石

高
野
山
へ
登
る
町
石
道
の
か
つ
ら
ぎ
町
天
野
地
区
に
、
百
四
十
一
町
石
は
立
つ
。
文
永
八
年
（
一
二
七
一
）
在
銘
の
創
建
当
初
の
高
野
山
の
町
石
で

あ
る
。
五
輪
塔
部
分
の
水
輪
か
ら
空
輪
部
分
が
大
正
二
年
（
一
九
一
三
）
の
後
補
の
も
の
を
の
せ
る
。
花
崗
岩
製
で
、
法
量
は
正
面
幅
三
四
㎝
、
奥
行

三
四
㎝
、
地
輪
高
さ
一
六
八
㎝
で
、
こ
の
内
下
部
三
〇
㎝
が
地
中
に
埋
め
る
部
分
の
表
面
加
工
が
荒
い
、
い
わ
ゆ
る
「
荒
た
た
き
」
が
露
出
す
る
。
銘

文
は
次
の
様
に
陰
刻
す
る
（
図
版
11
・
12
・
13
参
照
）
。

（図版 10）塚状遺構実測図（報告書より転載）
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（
正
面
）

　
　

（
梵
字
：
イ
）
百
四
十
一
町

　

（
向
か
っ
て
右
側
面
）

　
　

 
為
和
泉
守
藤
原
祐
能

　

（
向
か
っ
て
左
側
面
）

　
　

 

文
永
八
年
四
月
廿
五
日

（図版 11）百四十一町石の全様

（図版 13）百四十一町石の右側面の銘文 （図版12） 百四十一町石の正面と左側面の銘文
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銘
文
に
あ
る
、
「
和
泉
守
藤
原
祐
能
」
と
は
前
出
の
福
島
県
郡
山
市
宝
光
寺
板
碑
の
被
供
養
者
で
あ
る
、
安
積
伊
東
氏
の
伊
東
祐
能
と
比
定
さ
れ
る
。

藤
原
姓
は
、
伊
東
氏
の
本
姓
で
あ
る
。
銘
文
に
「
為
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
町
石
の
銘
文
だ
け
を
見
れ
ば
、
「
祐
能
の
為
の
百
四
十
一
町
石
の
造
立
」

と
な
り
、
造
立
時
点
に
お
い
て
祐
能
は
死
亡
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
前
記
の
通
り
、
伊
東
祐
能
の
没
年
月
日
は
宝
光
寺
板
碑
の
銘
文
に
よ
り
、
弘
安
六
年
（
一
二
八
三
）
正
月
十
八
日
で
あ
る
。
文
永
八
年

（
一
二
七
一
）
の
町
石
造
立
の
時
、
祐
能
は
生
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
、
如
何
に
解
釈
す
れ
ば
い
い
の
か
。

従
来
、
石
塔
の
紀
年
銘
は
、
そ
の
石
塔
の
被
供
養
者
（
供
養
さ
れ
る
人
）
の
没
年
月
日
か
、
あ
る
い
は
そ
の
被
供
養
者
を
供
養
し
た
時
と
分
類
さ
れ

て
い
る
。
特
に
、
「
為
」
と
あ
る
場
合
は
被
供
養
者
は
死
亡
し
て
い
て
後
の
人
が
供
養
し
た
も
の
と
比
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
実
際
は
全
て
の
銘

文
が
そ
の
よ
う
に
割
り
切
れ
な
く
、
複
雑
な
背
景
が
あ
る
こ
と
が
、
こ
の
度
の
安
積
伊
東
氏
が
造
立
し
た
町
石
を
は
じ
め
と
す
る
石
塔
の
銘
文
よ
り
伺

え
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
こ
で
、
高
野
山
の
町
石
の
銘
文
の
配
置
を
確
認
す
る
と
、
文
永
三
年
（
一
二
六
六
）
か
ら
弘
安
八
年
（
一
二
八
五
）
に
造
立
の
鎌
倉
時
代
の
造
立

当
初
の
町
石
は
、
正
面
に
町
石
の
主
尊
の
梵
字
と
町
数
と
造
立
者
の
名
、
左
右
の
側
面
に
そ
の
町
石
を
造
立
す
る
意
趣
や
被
供
養
者
の
名
・
紀
年
銘
を

刻
し
、
背
面
は
隠
れ
る
た
め
か
表
面
の
た
た
き
を
荒
く
仕
上
げ
る
、
「
荒
た
た
き
」
と
し
て
、
銘
文
は
無
い
。
例
え
ば
、
奥
之
院
側
二
十
二
町
石
に
は
、

（
右
側
面
）
為
祖
父
入
道
秋
田
城
介
藤
原
景
盛

（
正　

面
）
（
梵
字
：
ウ
ー
ン
）
廿
二
町 

秋
田
城
介
藤
原
朝
臣
泰
盛

（
左
側
面
）
文
永
五
年
戊辰

閏
正
月
十
七
日

と
あ
る
。
有
力
鎌
倉
御
家
人
の
安
達
泰
盛
が
、
祖
父
の
安
達
景
盛
の
た
め
に
、
文
永
五
年
（
一
二
六
八
）
に
造
立
し
た
二
十
二
町
石
と
知
ら
れ
る
。

そ
こ
で
、
一
つ
の
仮
説
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
伊
東
祐
能
は
生
前
葬
の
逆
修
を
し
て
、
自
分
自
身
の
た
め
に
存
命
中
に
百
四
十
一
町
石
造
立
の

施
主
と
な
っ
た
の
で
は
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
町
石
の
造
立
者
が
、
自
身
の
た
め
に
造
立
す
る
場
合
は
、
正
面
と
側
面
の
二
重
に
そ
の
名
を
刻
す
る

こ
と
に
な
る
の
で
、
正
面
に
銘
文
を
入
れ
る
こ
と
を
避
け
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
、
造
立
者
を
明
ら
か
に
す
る
よ
り
も
、
被
供
養
者
の
名
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を
明
示
す
る
方
を
優
先
し
た
、
先
人
の
思
い
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
町
石
に
は
、
「
逆
修
」
と
の
銘
文
は
、
こ
の
百
四
十
一
町
石
を
始
め
、

現
存
す
る
造
立
当
初
の
高
野
山
の
町
石
に
は
無
い
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
町
石
造
立
の
背
景
に
は
、
施
主
自
身
の
逆
修
が
造
立
の
目
的
と
し
て
あ
っ
た
こ

と
が
指
摘
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
百
四
十
一
町
石
と
同
様
に
、
高
野
山
の
町
石
に
は
、
正
面
に
梵
字
と
町
数
の
み
を
銘
文
と
す
る
も
の
が
、
三
十
二
基
存
在
す
る
。
こ
れ
も
検
証

す
る
と
、
こ
の
内
に
明
ら
か
に
施
主
の
存
命
中
に
造
立
し
た
も
の
が
、
四
十
三
町
石
の
結
城
広
綱
・
四
十
五
町
石
の
宇
都
宮
景
綱
・
四
十
六
町
石
の
大

友
頼
泰
・
七
十
六
町
石
の
北
条
時
基
・
八
十
五
町
石
の
二
階
堂
行
有
・
九
十
二
町
石
の
北
条
篤
時
・
九
十
三
町
石
の
二
階
堂
行
清
・
百
九
町
石
の
北
条

義
政
・
百
二
十
七
町
石
の
太
田
康
有
・
百
二
十
九
町
石
と
百
三
十
町
石
の
平
頼
綱
の
都
合
十
基
。
次
に
、
お
そ
ら
く
は
存
命
中
に
造
立
し
た
で
あ
ろ
う

も
の
が
、
七
十
一
町
石
と
九
十
七
町
石
の
武
藤
景
頼
・
七
十
四
町
石
と
七
十
五
町
石
の
長
井
時
秀
・
八
十
一
町
石
の
安
達
顕
盛
・
八
十
二
町
石
の
小
山

時
長
・
百
十
一
町
石
の
河
越
経
重
の
都
合
七
基
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
有
力
御
家
人
た
ち
は
、
伊
東
祐
能
と
同
じ
よ
う
に
逆
修
を
し
て
、
自
身
の
供
養
の

た
め
に
町
石
を
造
立
し
た
も
の
と
察
せ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
逆
修
し
た
で
あ
ろ
う
武
将
た
ち
と
高
野
山
の
町
石
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
別
に
稿
を
改
め
て

公
に
し
た
い
。

次
に
、
百
四
十
一
町
石
に
は
、
上
記
の
よ
う
に
左
側
面
に
紀
年
銘
が
あ
る
。
そ
こ
に
刻
さ
れ
た
文
永
八
年
（
一
二
七
一
）
四
月
二
十
五
日
は
、
伊
東

祐
能
が
逆
修
を
し
た
日
か
、
あ
る
い
は
町
石
を
造
立
し
た
日
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
る
。
従
来
の
見
解
で
は
、
町
石
の
紀
年
銘
は
、
そ
の
町
石
が
造

立
さ
れ
た
造
立
年
月
日
と
さ
れ
て
い
た
が
、
近
年
の
研
究
の
進
捗
に
よ
り
、
そ
の
こ
と
は
一
概
に
言
え
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
る
。　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
問
題
提
起
を
な
さ
れ
た
の
が
前
田
治
幸
氏
で
あ
っ
た

（
註
８
）。

同
氏
の
研
究
に
よ
る
と
北
条
義
宗
（
第
六
代
執
権
の
北
条
長
時
の
嫡
男
、

六
波
羅
探
題
北
方
）
が
造
立
し
た
高
野
山
町
石
の
慈
尊
院
側
二
十
五
町
石
と
二
十
六
町
石
に
あ
る
紀
年
銘
の
「
文
永
五
年
（
一
二
六
八
）
閏
正
月
日
」
は
、

町
石
を
造
立
し
た
日
で
は
な
く
て
、
「
町
石
を
造
立
す
る
と
発
願
し
た
日
」
で
は
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
二
十
五
・
二
十
六
の
両
町
石
の

正
面
に
刻
さ
れ
た
銘
文
に
「
左
近
将
監
平
朝
臣
義
宗
」
と
あ
る
こ
と
で
、義
宗
の
左
近
将
監
任
官
は
同
年
十
二
月
十
六
日
で
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、

実
際
に
町
石
を
造
立
し
た
の
は
、
そ
の
十
二
月
十
六
日
以
降
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
測
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
前
田
氏
の
論
考
に
触
発
さ
れ
て
高
野
山
町
石
の
銘
文
を
再
検
証
す
る
と
、
同
町
石
の
紀
年
銘
の
背
景
に
あ
る
意
味
に
は
、
い
く
つ
か
の
タ
イ
プ

が
あ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
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例
え
ば
、
慈
尊
院
側
五
町
石
は
大
正
二
年
（
一
九
一
三
）
の
再
興
の
も
の
で
あ
る
が
、
右
側
面
に
「
相
模
守
平
朝
臣
政
村
」
と
鎌
倉
時
代
の
造
立
当

初
の
銘
文
を
刻
す
る
。
北
条
政
村
の
相
模
守
任
官
は
、
正
嘉
元
年
（
一
二
五
七
）
六
月
十
二
日
～
文
永
二
年
（
一
二
六
五
）
三
月
二
十
七
日
ま
で
で
、

同
年
三
月
二
十
八
日
に
左
京
権
大
夫
に
転
任
す
る
。
高
野
山
の
町
石
の
勧
進
が
始
ま
る
の
が
文
永
二
年
（
一
二
六
五
）
三
月
で
あ
り
、
政
村
は
勧
進
が

始
ま
る
と
直
ぐ
に
町
石
の
施
主
と
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
政
村
の
場
合
も
上
記
の
義
宗
の
ケ
ー
ス
と
同
じ
で
、「
町
石
を
造
立
す
る
と
発
願
し
た
日
」を
そ
の
町
石
の
紀
年
銘
と
し
た
こ
と
が
類
推
さ
れ
る
。

造
立
当
初
の
慈
尊
院
側
五
町
石
に
紀
年
銘
が
あ
っ
た
な
ら
ば
、
「
文
永
二
年
三
月
日
」
と
刻
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
、
高
野
山
町
石
の
紀
年
銘
と
銘
文
の
意
味
に
つ
い
て
ま
と
め
る
と
、
次
の
三
タ
イ
プ
に
分
類
が
可
能
と
な
る
。

Ⅰ
─
Ａ
タ
イ
プ 

（
紀
年
銘
は
、
町
石
造
立
を
発
願
し
た
日
。
銘
文
に
あ
る
施
主
の
官
途
は
、
発
願
し
た
時
点
の
も
の
。
慈
尊
院
側
五
町
石
が
そ
の
例
）　

Ⅰ
─
Ｂ
タ
イ
プ 

（
紀
年
銘
は
、
町
石
造
立
を
発
願
し
た
日
。
銘
文
に
あ
る
施
主
の
官
途
は
実
際
に
町
石
を
造
立
し
た
時
点
の
時
の
も
の
。
紀
年

銘
と
造
立
者
の
官
途
に
は
タ
イ
ム
ラ
グ
が
見
ら
れ
る
。
慈
尊
院
側
二
十
五
・
二
十
六
町
石
が
そ
の
例
）

Ⅱ
タ
イ
プ 

（
施
主
が
逆
修
を
し
て
造
立
す
る
ケ
ー
ス
。
紀
年
銘
は
造
立
者
が
逆
修
し
た
日
か
、
実
際
に
町
石
を
造
立
し
た
日
。
百
四
十
一

町
石
が
そ
の
例
で
、
正
面
に
は
施
主
名
を
刻
し
な
い
）

③
高
野
山
奥
之
院
発
見
の
延
慶
三
年
五
輪
塔

高
野
山
奥
之
院
よ
り
発
見
さ
れ
る
。
砂
岩
製
で
、
五
輪
塔
の
地
輪
部
分
の
み
の
残
欠
品
で
あ
る
。
法
量
は
高
さ
二
三
・
六
㎝
、
幅
三
三
・
四
㎝
、
奥

行
三
三
㎝
。
上
面
中
央
に
水
輪
を
受
け
る
た
め
の
径
七
・
六
㎝
、
深
さ
三
㎝
の
枘
孔
を
う
が
つ
。
正
面
に
は
、
梵
字
の
「
ア
」
を
大
き
く
薬
研
彫
す
る
。

梵
字
の
彫
の
深
さ
は
一
㎝
。
銘
文
は
向
っ
て
右
側
面
に
草
書
体
で
、
次
の
よ
う
に
陰
刻
さ
れ
て
い
る
（
図
版
14
・
15
・
16
参
照
）
。
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為
亡
父
證
阿

　
　

往
生
極
楽
也

　
　

延
慶
三
年

　
　
　
　

十
月
十
五
日

　
　

孝
子　

藤
原
祐
重

　
　
　
　
　

法
圓
祐
貞

（図版 14）
延慶 3年（1310）
五輪塔正面

（図版 15）
延慶 3年（1310）
五輪塔右側面銘文

（図版 16）
延慶 3年（1310）
五輪塔右側面銘文
拓影
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銘
文
は
、
「
亡
父
證
阿
が
往
生
極
楽
の
為
也
、
延
慶
三
年
（
一
三
一
〇
）
十
月
十
五
日
、
孝
子
、
藤
原
祐
重
、
法
圓
祐
貞
」
と
読
め
る
。
亡
父
の
證

阿
の
往
生
極
楽
の
た
め
に
、
息
子
の
藤
原
祐
重
と
法
圓
祐
貞
が
、
延
慶
三
年
（
一
三
一
〇
）
十
月
十
五
日
に
高
野
山
奥
之
院
に
造
立
し
た
五
輪
塔
で
あ
る
。

藤
原
祐
重
と
は
、
上
記
の
郡
山
市
宝
光
寺
板
碑
の
造
立
者
で
あ
り
、
祐
貞
も
上
記
の
安
積
伊
東
氏
の
系
図
に
そ
の
名
が
あ
る
、
和
泉
守
藤
原
祐
能
の

末
子
の
「
祐
貞
、
餘
一
」
で
あ
る
。
祐
貞
は
五
輪
塔
の
銘
文
に
法
圓
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
名
は
法
名
で
あ
り
出
家
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

こ
の
五
輪
塔
の
銘
文
を
書
い
た
の
は
造
立
者
で
あ
る
祐
重
か
祐
貞
の
い
ず
れ
か
で
は
な
い
か
と
推
定
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
高
野
山
の
鎌
倉
時
代
か
ら

南
北
朝
時
代
に
か
け
て
の
石
塔
の
銘
文
に
見
ら
れ
る
書
体
は
、
本
五
輪
塔
が
草
書
体
で
あ
る
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
が
特
有
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
祐
重
か
祐
貞
が
墨
で
銘
文
を
記
し
て
、
そ
の
墨
書
さ
れ
た
銘
文
を
石
大
工
が
ノ
ミ
で
陰
刻
し
て
い
っ
た
様
が
見
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
、
室
町

時
代
に
な
る
と
銘
文
の
書
体
は
単
一
化
す
る
傾
向
に
あ
り
、
造
立
者
自
身
が
石
塔
造
立
に
関
わ
っ
た
か
否
か
判
然
と
し
な
い
。

こ
の
五
輪
塔
の
銘
文
に
よ
り
、
法
名
を
明
ら
か
に
し
て
な
か
っ
た
和
泉
守
藤
原
祐
能
は
、
「
證
阿
」
だ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
五
輪
塔
の
造
立
年

の
延
慶
三
年
（
一
三
一
〇
）
は
、
和
泉
守
藤
原
祐
能
が
没
し
て
二
十
七
年
目
に
あ
た
る
。
つ
ま
り
、
二
十
七
回
忌
の
年
忌
を
済
ま
し
た
後
に
、
高
野
山

奥
之
院
に
五
輪
塔
を
造
立
し
た
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
五
輪
塔
造
立
日
の
十
五
日
は
阿
弥
陀
如
来
の
法
縁
日
で
あ
り
、
父
の
西
方
極
楽
浄
土
へ
の
願
い
が
込
め
ら
れ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。
和
泉

守
藤
原
祐
能
の
嫡
子
の
藤
原
祐
重
は
、
父
の
た
め
に
百
ヶ
日
の
供
養
の
た
め
の
板
碑
を
本
貫
地
で
あ
る
陸
奥
国
安
積
の
地
に
造
立
し
た
が
、
紀
伊
国
高

野
山
奥
之
院
に
も
父
の
た
め
に
二
つ
目
の
石
塔
に
な
る
五
輪
塔
を
、
弟
の
祐
貞
と
と
も
に
造
立
し
た
の
で
あ
っ
た
。
祐
重
・
祐
貞
兄
弟
は
、
五
輪
塔
の

造
立
に
際
し
て
高
野
山
へ
参
詣
登
山
を
し
て
、
父
の
法
要
を
高
野
山
で
営
み
石
塔
を
奥
之
院
に
造
立
し
た
も
の
と
考
え
る
。

本
五
輪
塔
の
形
態
は
、
高
野
山
に
残
る
鎌
倉
時
代
の
五
輪
塔
と
同
じ
タ
イ
プ
で
あ
り
、
藤
原
祐
重
は
高
野
山
の
僧
侶
を
通
じ
て
、
高
野
山
側
の
石
大

工
へ
注
文
し
て
造
立
し
た
こ
と
が
伺
わ
れ
る
。
特
に
、
陰
刻
さ
れ
た
梵
字
は
高
野
山
側
の
も
の
は
、
安
積
の
も
の
と
違
い
、
深
い
彫
り
で
、
ま
さ
に
鎌

倉
時
代
の
典
型
的
な
薬
研
彫
の
梵
字
を
有
し
た
五
輪
塔
で
あ
る
。

本
五
輪
塔
の
造
立
当
初
は
、
上
記
の
塚
か
ら
祐
能
の
火
葬
骨
の
一
部
が
持
ち
出
さ
れ
て
、
高
野
山
奥
之
院
の
五
輪
塔
の
地
下
施
設
か
、
あ
る
い
は
五

輪
塔
の
本
体
の
中
に
埋
納
さ
れ
た
こ
と
も
推
測
さ
れ
る

（
註
９
）。

五
輪
塔
の
造
立
に
際
し
て
は
、
安
積
か
ら
も
僧
侶
が
派
遣
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
本

五
輪
塔
の
事
例
は
、
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
高
野
山
及
び
造
立
者
の
本
貫
地
に
お
け
る
石
塔
造
立
の
具
体
例
を
知
る
極
め
て
貴
重
な
も
の
と
考
え
る
。
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三
．
お
わ
り
に

今
回
紹
介
の
一
連
の
石
塔
の
造
立
の
事
例
は
、
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
石
塔
造
立
の
具
体
例
を
知
る
貴
重
な
も
の
と
考
え
る
。
石
塔
は
一
度
造
立
す
れ

ば
そ
れ
で
供
養
は
終
わ
っ
た
、
な
ど
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
年
忌
法
要
な
ど
の
機
会
に
応
じ
て
造
立
さ
れ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。

そ
の
機
会
と
は
、
ど
う
し
て
も
供
養
し
な
い
と
い
け
な
い
状
況
が
、
安
積
伊
東
氏
に
派
生
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
が
、
そ
の
こ
と
に
つ

い
て
の
具
体
的
な
史
料
は
無
く
不
明
で
あ
る
。

石
塔
研
究
は
、
主
体
で
あ
る
石
塔
だ
け
に
研
究
の
主
眼
が
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
が
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
石
塔
は
地
下
施
設
の
マ
ウ
ン
ド
を
伴

う
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
今
回
の
事
例
で
は
よ
り
明
確
に
な
っ
た
。

ま
た
、
造
立
地
に
お
け
る
石
造
物
は
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
特
色
が
あ
る
形
態
で
あ
り
、
安
積
伊
東
氏
は
本
貫
地
で
あ
る
安
積
と
高
野
山
の
そ
れ
ぞ
れ

の
宗
教
者
を
介
し
て
、
そ
の
地
域
毎
の
石
大
工
の
手
に
よ
り
石
造
物
は
造
立
さ
れ
た
こ
と
が
伺
え
る
の
で
あ
る
。

高
野
山
奥
之
院
は
大
師
信
仰
と
と
も
に
弥
勒
信
仰
の
地
で
あ
っ
た
が
、
今
回
の
石
塔
の
事
例
で
あ
る
よ
う
に
、
年
忌
法
要
の
場
と
し
て
の
性
格
が
あ

る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。
あ
く
ま
で
可
能
性
で
は
あ
る
が
、
伊
東
祐
能
の
三
十
三
回
忌
を
待
た
ず
に
、
二
十
七
回
忌
で
「
弔
い
上
げ
」
を
、
息
子
の
祐

重
と
祐
貞
は
営
ん
で
高
野
山
奥
之
院
へ
五
輪
塔
を
造
立
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
一
周
忌
・
三
回
忌
・
七
回
忌
・
十
三
回
忌
に
伴
う
石
塔
造
立
は
高
野

山
奥
之
院
で
も
見
ら
れ
る
が
、
「
弔
い
上
げ
」
の
視
点
で
の
高
野
山
の
石
塔
研
究
は
無
い
の
で
、
今
後
こ
の
面
で
の
研
究
の
必
要
性
も
生
じ
た
も
の
と

考
え
る
。
以
上
で
あ
る
が
、
大
方
の
御
示
教
等
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

（
註
１
） 

祐
能
・
祐
重
・
祐
貞
の
三
名
を
明
記
す
る
安
積
伊
東
氏
の
系
図
は
、
『
系
図
纂
要
』
に
掲
載
の
も
の
だ
け
で
あ
る
。

（
註
２
） 

高
橋
明
氏
の
研
究
と
し
て
（
註
6
）
と
、「
荒
井
猫
田
遺
跡
の
可
能
性
」『
中
世
の
宿
と
町
』（
藤
原
良
章
・
飯
村
均
編
、
二
〇
〇
七
年
刊 

高
志
書
院
に
所
収
）
が
あ
る
。

（
註
３
） 

『
紀
伊
国
金
石
文
集
成
』
（
一
九
七
四
年
刊
）
。
木
下
浩
良
「
高
野
山
の
石
造
物
」
『
高
野
町
史
民
俗
編
』
（
二
〇
一
二
年
刊
、
高
野
町
）
。

（
註
４
） 

川
勝
政
太
郎
『
日
本
石
造
美
術
辞
典
』
（
一
九
七
八
年
刊
、
東
京
堂
出
版
）
に
「
宝
光
寺
種
子
板
碑
」
と
し
て
掲
載
。

（
註
５
） 

向
か
っ
て
右
端
の
行
の
銘
文
の
「
和
泉
前
司
」
が
、
「
和
泉
庄
司
」
と
さ
れ
て
い
る
。

（
註
６
） 

高
橋
明
「
荒
井
宝
光
寺
境
内
の
安
養
寺
碑
」
『
郡
山
地
方
史
研
究
』
第
四
十
四
集
（
二
〇
一
四
年
刊
）
所
収
。
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（
註
７
） 

福
島
県
教
育
委
員
会
・
日
本
国
有
鉄
道
『
福
島
県
文
化
財
調
査
報
告
書
第
81
集　

東
北
新
幹
線
関
連
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
Ⅱ
』
（
一
九
八
〇
年
刊
）
。

（
註
８
） 

前
田
治
幸
「
高
野
山
町
石
に
み
る
石
造
物
の
紀
年
銘
」『
ぶ
い
＆
ぶ
い
（
無
為 

無
為
）
』
四
号
（
二
〇
〇
八
年
刊
）
所
収
。
本
論
文
は
坂
口
太
郎
氏
よ
り
御
教
示
を
得
た
。

（
註
９
） 

鎌
倉
時
代
の
高
野
山
奥
之
院
の
五
輪
塔
中
、
ま
ま
水
輪
上
部
に
納
入
品
を
入
れ
る
た
め
の
奉
納
孔
を
設
け
る
事
例
が
見
ら
れ
る
。
詳
細
な
報
告
の
一
例
は
、
木
下

浩
良
「
尼
妙
波
房
の
供
養
塔
に
つ
い
て

－

高
野
山
に
お
け
る
鎌
倉
期
五
輪
塔
の
一
遺
例

－

」『
密
教
学
会
報
』
二
十
七
号
（
一
九
八
八
年
刊
）
所
収
を
参
照
さ
れ
た
い
。

 

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉　

安
積
伊
東
氏　

宝
光
寺
板
碑　

伊
東
祐
能　

伊
東
祐
重　

伊
東
祐
貞　

高
野
山
町
石
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